
1 
 

令和５年度第１回高崎市子ども・子育て会議 会議録概要  

 
 
○ 日 時 ： 令和５年１２月２２日（金）午後２時００分～午後３時３０分 

 

○ 場 所 ： 高崎市役所 本庁舎４階 庁議室 

 

○ 出席者 ： 別紙のとおり 

 

○ 傍聴者 ： １人 

 

○ 会議に付した案件 

・会長及び副会長の選出について 

・第２期高崎市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

・ニーズ調査の実施について 

 

○ 配付資料  

・次第 

・高崎市子ども・子育て会議委員名簿 

・高崎市子ども・子育て会議事務局職員名簿 

・資料１ 「第２期高崎市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について（令和４年度実績）」 

・資料２ 「ニーズ調査の実施について」 

   ・高崎市子ども・子育て支援施策に関するアンケート調査票案（就学前児童用） 

   ・高崎市子ども・子育て支援施策に関するアンケート調査票案（就学児童用） 

 

○ 会議録 ： 別紙のとおり 
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○ 出席者（委員）：１５名 

番号 所属団体等 氏名 
当日 
出欠 

１ 高崎市社会福祉協議会 会長 新井 正昭  

２ 認定こども園代表（高崎市保育協議会認定こども園部会長） 今井 伸江  

３ 高崎市母子等保健推進協議会 副会長 内山 美奈  

４ 日本労働組合総連合会群馬県連合会高崎地域協議会 副議長 大塚 修一 欠席 

５ 高崎市保育協議会 会長 粕川 泰彦  

６ 高崎市保育協議会保護者会 会長 黒米 聖  

７ 元教育委員長、あすなろ学園学童クラブ代表 小見 勝栄  

８ 高崎市区長会 副会長 櫻井 登  

９ 高崎市医師会 理事 清水 清美  

１０ 高崎市学童保育連絡協議会 会長 鈴木 宏輝  

１１ 公募市民 武井 真衣  

１２ 高崎健康福祉大学 教授 千葉 千恵美 欠席 

１３ 公募市民 筒渕 千佑里 欠席 

１４ 高崎市私立幼稚園・こども園協会父母の会 戸沢 景子  

１５ 高崎市私立幼稚園・こども園協会 原 徳明  

１６ 高崎市心身障害者等連絡協議会 会長 深澤 アサ子  

１７ 高崎市ＰＴＡ連合会 常任理事 水島 憲子 欠席 

１８ 高崎市小学校長会 岩平小学校長 宮一 美樹  

１９ 
高崎市民生委員児童委員協議会 

子ども福祉研究委員会 委員長 
山田 和幸  

 

 

 

○ 出席者（事務局職員）：２１名 
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○ 会議録 

1.開会 

（事務局） 

 

 

 

 

 

2.委嘱状交

付（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.委員の紹

介（事務局） 

 

 

 

4.事務局職

員の紹介 

（事務局） 

 

5.議事 1 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから令和 5年度第 1 回高崎市子ども・子育て会議を開

会いたします。 

会議の開会に先立ちまして、本日の会議は出席 15 人、欠席 4 人でございますので、高

崎市子ども・子育て会議条例に規定する会議開催要件を満たすことをご報告いたします。 

また、会議は公開となっておりますことを、併せて報告させていただきます。 

それでは、お手元の次第に基づきまして進めさせていただきます。 

 

はじめに、次第 2「委嘱状交付」でございます。令和 5 年 12 月 1 日から令和 7 年 11 月

30 日を任期とする子ども・子育て会議の委員の皆様に、委嘱状を交付させていただきます。 

（子育て支援担当部長から委員に委嘱状を交付） 

なお、本日欠席の委員4名におかれましては、改めて事務局から委嘱状をお渡しさせて

いただきます。以上で委嘱状の交付を終わります。 

それでは、次に進めさせていただきます。ただ今委嘱状を交付させていただきました

が、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、本子ども・子育て会議につきま

して、改めて簡単にご説明させていただきます。 

（子育て会議の概要について説明） 

それでは、次第に基づき進めさせていただきます。 

 

次第の 3「委員の紹介」でございます。本日は、委員改選後に開く初めての会議でござ

いますので、委員の皆様に一言、自己紹介をお願いいたします。 

（各委員の自己紹介） 

ありがとうございました。 

 

次に、子ども・子育て会議事務局職員の紹介を行います。 

（事務局職員の自己紹介） 

 

 

それでは議事に入ります。高崎市子ども・子育て会議条例第 6 条第 1項により、会長が

議長となることになっておりますが、会長が選出されるまでの間は、事務局で、議事を進

めさせていただきます。 

まず、議事の 1「会長及び副会長の選出」を行わせていただきます。会長及び副会長の

選出は、高崎市子ども・子育て会議条例第 5条第 1 項の規定により、委員の互選によるこ

とになっております。委員の皆様のご意見はいかがでしょうか。 

（委員の互選により、会長に新井委員、副会長に千葉委員が選出される。） 

会長は会長席にお移りいただきますようお願いいたします。 

それでは、就任にあたりまして、会長より一言ごあいさつを頂戴したいと思います。会

長、よろしくお願いいたします。 

（会長のあいさつ） 

ありがとうございました。それでは、以降の進行につきましては、会長にお願いできれ
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（会長） 

 

 

 

 

5.議事 2 

（会長） 

 

 

 

 

 

（委員Ｂ） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

（委員Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

それでは議事を進めさせていただきますが、次の議事に入る前に、高崎市子ども・子育

て会議の運営規則第 3 条第 2 項により、会議録署名人の指名をさせていただきます。私か

らは委員Ａにお願いしたいと思います。委員Ａには、当会議の会議録が完成しましたら、

ご署名をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

次に議事 2「第 2 期高崎市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について」を議題と

いたします。 

（第 2期高崎市子ども・子育て支援事業計画の令和 4 年度進捗状況について、事務局か

ら説明を行った。） 

事務局からの説明は終わりました。委員の皆様からご意見やご質問などはございません

か。 

 

こんにちは赤ちゃん事業ですが、4 年度の実績は 1,365 人で全家庭訪問という前提で書

いてありますけれども、全部ではないだろうなと思います。どのぐらいの数と、どのぐら

いの割合訪問ができたのか、できなかったのかがわかるといいと思います。 

 

こちらの事業は、母子保健推進員の皆さんに家庭の訪問をしていただくという事業にな

っておりますが、表にございます通り、2,800 人のうち半分行けて半分行けなかったとい

うような割合になります。何年か前を見ていただくとおわかりいただけます通り、今まで

はかなりの確率で行けていたということでございます。コロナも 5 類に変わり、今年度に

つきましても母推さんが一生懸命訪問してくださっておりますので、その割合が上がって

くると思っているところでございます。以上でございます。 

 

担当の皆さんがいろいろ努力をなさっているのは知っているのですが、学童保育の現状

について、皆さんに知っていただきたいことをお話しします。児童数そのものは非常に減

っているのですが、学童の利用者数はものすごく増えております。これは大変な問題で、

進行形で終わりがないため、何とか早急に手当をしないといけないだろうというふうに思

うことがあります。 

学童の利用希望者が非常に多く、入所がなかなか困難になってきており、1 施設ワンフ

ロアのところに 60人 70 人いると、もう子どもが生活や文化を守っていくという世界から

ほど遠い、まさにすし詰め満員電車です。私も 40 年学童していますが、人数はここまで

にしようと思っても、来ると断りきれなくて、来年度は 65 人になってしまう。これは、

未来のある子どもたちを、良い教育文化の中で育てたいというのとは全く反対です。ある

学童に見学に行きましたら、長いテーブル一つに向かい合わせで 6 人座っています。それ

以上座れないと言ってもまだたくさんの希望者がいて、どうしたらいいでしょうという相

談を受けます。もう一つ作ればいいといっても簡単にできるものでもないし、いっぱい作

ったら今度は児童数が減ってしまってというようなこともあるかもしれません。もうすで

に 2 か所 3か所あるところもあり、学校の敷地の中がほとんどで、もうこれ以上増やせな
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（委員Ａ） 

 

 

 

 

 

 

いという話も聞いています。私の経験で言いますと、5・6年生までいた子は非常に育ち、

下の子の面倒をよく見るようになる。指導員の先生の大きな力になる。クラブをまとめて

いく大きな原動力になるというようなことで、子どもの教育、子育てという面からも、希

望する子どもは 6 年生まで何とか受け入れられるような方策を今後考えていただきたい。

切り捨てではなくて、何とかその子どもたちを受け入れて、大きな心を育てる支援ができ

るような方法はないものだろうか。 

高崎市も少子化対策ということを考え、これに取り組むことを最優先にすべきだと僕は

思います。また、担当の人が非常に苦労しているのは知っていますが、何か抜本的なこと

を今後の子ども政策として考えていただきたいなというところです。以上です。 

 

貴重なご意見ありがとうございます。高崎市といたしましては、ご存知の通り運営委員

会方式で、地元の皆様に運営委員会を作っていただき、学童保育クラブを運営していただ

いているところでございます。皆様には大変ご迷惑、ご苦労をおかけしているところでは

ございますが、こういった地元の方のご意見やご協力を賜りながら、学童保育クラブを運

営しております。児童数が多くて困っているという声も多々いただいておりますので、賃

貸物件に関する賃借料の援助ですとか、学童の分割、新築学童の建設といった援助を進め

させていただいているところでございます。また、ご相談やご希望など困ったことがあり

ましたら、こども家庭課の職員が地元に伺い、お話を聞くという機会を設けておりますの

で、何かありましたら職員に言っていただければと思います。引き続きよろしくお願いし

たいと思います。 

 

ありがとうございました。あと、現状を知っていただきたいのは指導員不足です。人が

集まらなくて非常に困っています。広報などで募集しても全然集まらない。新しい方法を

何か考えて、安心して子どもを預けられるような、優秀な指導員の確保をしていただきた

いと思います。2 日ずつパートを順番にして、何とかやりくりしているところもたくさん

あります。これから先は、指導員の人たちが安心して学童の指導員を選べるような、そこ

で生涯を送れるような体制ができることが大事だと思います。とにかくなり手が居なくて

困っているんです。地域の回覧板でも、指導員の先生の募集が出てくるのが珍しくない。

議題になったということをご承知おきください。 

 

ありがとうございます。こちらの方も市といたしましても、方法の研究をしてまいりた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

学童関係の方々のご苦労大変重々承知しておりますが、この表だけを見させていただく

と、数年前より飽和状態ということをこの数字から見受けられます。その下に、幼稚園や

認定こども園の一時預かり事業とありますが、飽和どころか相当数超えている状況にあり

ます。その子どもたちがまた小学校に上がっていく、というところの問題があると思われ

ます。現在、働く保護者の方々が非常に多いということでございますので、これは早急に

対応していかないと需給バランスが完全に崩れるのではないかなという気がしておりま

す。学童の関連で、追加でご質問させていただきました。 
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（事務局） 

 

 

（委員Ｄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

（会長） 

 

 

 

 

 

 

（委員Ｅ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見を受けまして、危機迫っていることでございますので、今後も引き続き対応を考

えていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

病児保育のことで質問させていただきます。病児保育の見込み数というのは、風邪の流

行によって大きく変わるので、見込み数を確認することは難しいと思います。現在インフ

ルエンザが大変増えていることで、医療機関側が診療情報提供を書いてもどこからも断ら

れるという話をたくさん聞いております。この実績数の 5,622 人というのは、実際に病児

保育を受けた数が届けられていると思うのですが、これは例えば 5,600 人の方が希望して

5,600 人のお子さんが病児保育を受けたのか、それとも 2 万人の子どもが申し込んだけれ

ども、断られて 5,600 人なのか。希望しているけれども受けられなかった数も把握をして

いただければ、それによって高崎市の病児保育が足りているのか、それともこの何倍もの

数が受けたくても断られているのかで、病児保育がもっと必要なのかどうかに繋がると思

います。申し込みを断っている数も同時に調査されているのでしょうか。 

 

現状この数字というのは、現に受け入れた数となっております。施設においては、希望

があっても入れないという状況はやはりあるのですが、今のところその数は把握しており

ません。今後、先生のそういった意見を施設の方にも反映し、どのように対応できるかと

いう部分を研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。以上で「第 2 期高崎市子ども・子育て支援事業計画進捗状況

について」の協議を終結いたします。 

それでは、次に議事 3「ニーズ調査の実施について」を議題といたします。 

（ニーズ調査の実施について事務局から説明を行った。） 

ありがとうございました。ただいま事務局からの説明は終わりました。委員の皆様のご

意見やご要望ありましたらぜひよろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 

 確認ですけれども、こちらは基本的に紙ベースで行うということでよろしかったでしょ

うか。紙ベースで発送し、集計分析などもうスケジュール的に業者の選定や、予算は作ら

れているかと思うのですが、デジタルの方が費用の軽減ができるのではないかと思いま

す。私も小学校 1 年生と保育園の年長の娘がいるのですが、この 4,000 人の保護者さんが

これをじっくり読んでしっかりやってくれるかというと、ハードルが高いような気がしま

した。もちろん、最初に子ども・子育て支援事業計画に反映しますと書いてあり、これは

これで調査していただくことは保護者さんたちもすごく喜ばれるかと思います。けれど

も、計画は令和 7 年度 1 月～2 月に策定とあります。アンケートに記入してからその内容

が反映されるまで、私からすると遅いのかなとは思います。学童に預けられなくて困って

いる家庭や保育園でこういうふうに保育をしてほしい、幼稚園でこのように預けたい、幼

児教育を受けたい、と思っている子育て世代がもう卒園・卒業してしまうスケジュールな

のかなと思います。ここのスケジュールをもう少し短くすることができれば、保護者がこ

れを知った時にアンケートする意味が分かると思います。自分の子はもういなくなるけれ
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員Ｆ） 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

ど、アンケートをやるかというと少し難しいなと感じました。私からは、デジタル化につ

いてと実施時期について、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

アンケートのデジタル化につきましては、確かにご時世もあり、そういった慣れている

世代の方も対象になるということから、一応の検討はさせていただいたところです。ただ

国が示した調査票イメージの中で設問を考えてみたのですが、分岐がある中で一から専用

のものを構築する必要があり、既存のフォーマットではできないということがわかりまし

た。デジタルと紙の併用で行えれば良いかと思っていたのですが、予算の兼ね合いもあり

実施ができなかったところでございます。また、例えばこの調査票の 1 ページ目に高崎市

の事業が載っており、その事業について照らし合わせながらご回答いただきたいというと

ころもあります。そうなると、紙ベースの方がより効果的・効率的かと思います。紙ベー

スであれば、一旦ここまで答えておいて後でまた答えるということも可能になると思いま

すし、より吟味してもらえるのかなという気がします。確かに、アプリのメリットもあり

ますが、やはりお金の面でなかなか厳しい面もありまして、今回も紙ベースという形にさ

せていただいたところです。 

実施時期でございますけれども、令和 6年度までに第 2期が終わり、令和 7 年度から途

切れず計画が走り出すようになります。確かに 5歳児だけの親御さんですと、教育・保育

事業に関しましては、恩恵を得る部分は少ないのかなというところもあります。そのため、

実際の就学後の状況をお伺いさせていただく設問が入っておりますので、ご意見をいただ

きながら就学後の放課後の過ごし方などを踏まえまして、計画に反映させていただきたい

と考えております。また、子育て世帯で同じような状況の方が今後発生したときに備え、

不特定多数の一般的な考えを意見として集約させていただきたいということもあります。

例えば、年長さんのクラスのお子さんが、実際に計画が動き出すときには小学校に入って

しまうというところですが、年長世代の次の年の方々のご意見としても同じような意見を

持たれる方がいるので、多くの方の一般的なご意見として活用させていただきたいと思い

ます。第 2 期を作った時点では、国が言う異次元のこども未来戦略という話は全然ありま

せんでした。そういったところを反映しつつ、私どももより良い方向で子育ての施策を考

えてまいりたいと思いますので、またご忌憚のないご意見をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

1 回目のときにもアンケートの方を検討させていただいたのですが、どうしてもこのア

ンケートとなりますと数値目標ばかりになってしまい、実際に量よりも質の時代になって

きたので、そこはどのようにこの中で意見を汲み取っているのか。そしてこの調査票の最

後の項目に、記述項目がございますけれどもこれにつきましてはどのように生かしていく

のか、その点を伺いたいと思います。 

 

計画の中で、法定で決められた項目がありまして、その数値目標を定めるための設問が

多くなっております。その中でも、実際数値で見えない部分、本市の独自事業などを推進

し、計画の中に盛り込んでいきたいと考えております。また自由記述につきましては、ご

意見を取りまとめた上で、パブリックコメント等なども踏まえまして、計画の策定に反映
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（委員Ｆ） 
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（委員Ｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員Ｈ） 

 

させていただきたいと考えております。 

 

ありがとうございます。そうしましたら、自由記述の部分をまとめたものを、私どもの

方にも共有していただけるとありがたいと思います。 

 

来年度の会議において、ご報告させていただきたいと考えております。 

 

ありがとうございました。以上で「ニーズ調査の実施について」の協議を終結いたしま

す。 

それでは、次にその他としまして、委員の皆様から何かご意見やご質問はございますか。 

 

学童保育のことで二つ意見があります。一つは、ご存知でしたら情報提供いただきたい

のと、もう一つはいわゆる問題提起みたいになってしまうと思います。一点目は、今年の

7 月頃にこども家庭庁が、夏休みに学校の給食を利用することを検討すると言っていまし

た。このことについて、高崎市が実施できるかはともかく、こども家庭庁なり、文科省な

り、何か情報が来ているかとか動向について教えていただきたいです。 

もう一点は、学童の厳しい現状についてです。人口が減っていく、少子化と言われてい

る割にニーズは増えている実感がある。そんな中で、報道でもあったのですけれど、指導

員さんの環境や保護者など働く方も非常に大変な思いをしています。地域運営委員会方式

のいいところは、その名前の通り地域ごとの特色を生かせるという点がありますが、言っ

てみれば素人集団なんです。その中で、賃金を上げなければいけないとか労働環境を整え

なければいけないとなると、非常に困難を極めています。その報道では、自分の対応に見

合った賃金が払われているかどうかや、超過労働、サービス残業のこと、希望のシフトを

組めないというような話が載っていたんです。現状の運営委員会方式だと問題解決するた

めにどうしたらいいのかという問題がいずれ出てくると思います。責任論というのは前か

ら出ていたのですけれど、だんだん目を背けられなくなってきている。今すぐという話で

はないのですが、一点目と併せてこれも切実にお願いしたいと思います。以上二点です。 

 

まず一点目の学校給食の利用につきましては、特に国から通知等は来ておりませんが、

これを独自に行っている自治体があるというのはお伺いをしております。 

二点目といたしまして、指導員さんの労働条件につきましては、国や市でも労働条件の

改善ということで取り組みをしているところでございます。賃金アップの方策等、国の動

向を伺いながら、なるべくニーズに応えられるような形で考えてまいりたいと思っており

ます。先ほども申しましたが、困っていることありましたら、個別にうちの職員が相談に

乗らせていただきます。また学童クラブによっては、労務管理事務所に委託契約をしてい

るところもございますので、アドバイスしながら一緒になって考えていきたいと思ってお

りますので、これからもよろしくお願いいたします。 

 

私の子どもは年長と小学校 3 年生なのですが、学童には入れておりません。小学校と幼

稚園に預けている間、パートとして働いているのですけれども、夏になりますと預ける場
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（事務局） 

 

 

 

所がなく、仕事がほとんどできない状況が毎年あります。学童は入れないところもありま

すし、指導員さんも足りないというのも聞いております。私はまだ祖母と祖父がいるので、

本当に大変なときはお願いしますが、夏の間はほぼ働けない状況なので、その時期だけで

も預けられるところができるといいなと思います。現在、1 号認定の子どもが減っている

と資料にもありますし、働いているお母さんやこれから働きたいと思っている人もたくさ

んいると思います。そのため、施設なり預けられるところができるといいなという気持ち

がありますので、よろしくお願いいたします。 

 

夏休みの学童クラブに関しては、独自の形で行っている学童クラブもあります。今年度

私どもも、夏休みだけ利用したい保護者の方がいらっしゃるということは要望として伺っ

ております。その中で、実態を把握しなければいけないだろうということで、今年度にお

いて、夏休みに学校を通じてアンケートを取りました。その結果を踏まえて、今後高崎市

としてどういうやり方ができるかをいろいろ研究検討してまいりたいというふうに考え

ております。一番問題となるのは、指導員さんがなかなか集まらないという状況もあるの

で、そういったところもどうやって解決していけばいいのか踏まえたうえで、研究してま

いりたいと思いますので、またご忌憚のないご意見よろしくお願いいたします。 

 

そもそもこの子育て会議のあり方を確認したいと思います。去年の 4 月にこども基本法

が施行され、またそれを基本にこの 12 月にこども大綱なるものが閣議決定されるところ

だと思います。高崎市の子ども・子育て会議は、アンケート等をとって、令和 7年度より

この 5ヵ年計画を立てるための会議という位置づけでよろしいのか。国はあまり関係ない

ということでよろしいのかが一点。 

それから、これが足りないあれが足りないという話になって子どもの遊び場がもう少し

充実してほしいというのがあって、いわゆる公園の整備が僕は非常に必要なのではないか

と思っています。今現在の乳児の層の中で、約 6割程度が家庭保育をしているのではない

かと思います。いわゆる就園していない子どもたちが、家庭保育をしていると近所の公園

に遊びに行かれるのではないかと思います。するとその裏付けとして、公園の充実が欲し

いとなる。このような意見が、この会議を通して予算要望として進んでいくのかの会議の

位置づけの確認が二点目。 

それから定員の話についてです。施設利用の定員の話の時には、認定こども園であった

り幼稚園や保育所であったり施設をやっていらっしゃる方もいると思います。施設の定員

を増やすとかあるいは減らすとかの認可に関わる問題も、ここで議論されるという話を先

ほど聞いたのですが、そのときに関係する委員さんは外に出ていくのかどうかが気になっ

ております。以上三点について、お答えできるようであればお願いいたします。よろしく

お願いします。 

 

こども基本法の関係をお答えさせていただきます。こども基本法はこども家庭庁が立ち

上がると同時に、今年度から施行されております。子どもを当事者と見据え、子どもの権

利条約などの精神を踏まえてつくられている法律です。今後、国がこども大綱を作ること

や、こども計画を県や市町村で作ることが努力義務として求められております。こども計
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（会長） 

 

 

 

6.その他 

（事務局） 

 

 

 

7.閉会 

（事務局） 

画の策定時期は決まっていませんが、子ども・子育て支援事業計画と一体的に策定するこ

とは可能です。現在は、まだ国からの通知がなく、こども基本法と子ども・子育て支援法

がどう連携して動いていくのかもわからない状況ですが、逐一確認してまいりたいと考え

ております。また、こども計画は子どもの意見を踏まえて策定する必要があります。実際

に策定する際には、この会議でも意見をいただきながら策定に役立てる方向性も考えられ

ますので、国の動向を踏まえながら、検討を進めさせていただきたいと考えております。 

また、定員の関係につきましては、この会議で何施設か定員の設定が議事となりました。

その際は、関係施設の方には外に出ていただき、残った委員さんの中で審議し決定してい

ただいたところでございます。 

なお、公園という部分ではありませんが、室内の遊び場として、子育てなんでもセンタ

ーがございます。また、ご存知の方も多いと思いますが、東口栄町に、再開発ビルの計画

がございます。その中に、室内の遊び場が設けられる予定です。なかなか外で遊べない中、

室内の遊び場のニーズが高まっているところでございます。そのため、外の遊び場、家の

近くの公園も遊び場の一つだと思いますので、そちらもご意見参考にさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

今回の子ども・子育て会議に参加するにあたりまして、市内保育園の保護者の皆様に、

事前にアンケートをとったものがあります。資料として配布いたしますので、参考にして

いただければと思います。今回、会議の中でも学童のことについてお話が出たと思うので

すが、そのような内容も含まれております。今回お渡しするのは、概要の部分であります。

グーグルフォームにて集計した A3用紙 18 枚程度のより細かいデータがありますので、追

加でもし必要であれば、保育園名と保護者は匿名となっておりますので、データとして生

かす形で反映していただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。 

以上で、本日予定していました議事は終了いたしました。本日は大変貴重なご意見あり

がとうございました。それでは、進行を司会に戻します。 

 

会長、議事及び意見交換の進行、ありがとうございました。その他としまして、事務局

から報告事項を申し上げます。次回の会議につきましては、年明け 3月下旬ごろの開催を

予定させていただいております。日時等につきましては、決定次第ご連絡させていただき

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上を持ちまして本日の会議はすべて終了いたしました。 

それでは、これをもちまして令和 5年度第１回高崎市子ども・子育て会議を終了させて

いただきます。本日はご多忙のところご出席をいただき、また、会議の円滑な進行にご協

力をいただき誠にありがとうございました。 

 

 


